
1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越

0 0 10,000 10,000

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

・新規事業であるため、引き続き医療機関等への制度の周知に努める。

・男性不妊治療費や不育症治療費は治療費が高額となるため、本事業により患者の経済的負担を軽減し、治療機会の確保に結びつける

（目標人数は男性不妊治療・不育症治療で各100組）。

目標に対

する成果

の状況

H26年度については、実績なし。リーフレット作成などにより、制度の周知に努めた。

 概算事業費（B（A）+C） 0 0 28,903 38,903

0 28,903

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 24年度 25年度

Aの

財源

0 10,000

概　算

人件費

3.50 3.50

0

0 0 0

28,903

0 0

10,000

合計（A) 0 10,000

ー

26年度26年度26年度26年度 27年度

当初予算 0

補正予算 10,000

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26事業実績

H26 H27

（補正） （決算） （当初）

男性不妊治療・不育症治療支

援事業

扶助費

男性不妊及び不育症に係る治療費の一部を助成（１

回５万円まで）

10,000 0 10,000

県が関与

する理由

目指す姿

現状

県関与の必要性あり

【左記の説明、根拠法令等】

少子化社会対策基本法第13条

課・室 保健・疾病対策課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

７－２　子育て先進県の実現

県民との協働による実施： 実施は困難

10,000

妊娠・出産・育児を通じた子育て支援の一環として男性不妊治療費及び不育症治療費の一部を助成し、安心して妊娠できる環境を整備

する。

男性不妊のうち無精子症等の場合は、妊娠するために保険適用外の高額な治療を受けなければならない。

また、不育症は流産率が高くても諦めずに妊娠することにより、最終的には多くの方が子どもを持てるため、正しい診断と治療が必要であ

る。これらの治療に対する助成は平成２６年度以前は実施していない。

成果目標の達成状況

項目

男性不妊治療助成

人数

不育症治療助成人

数

事業番号 04 07 38 事業改善シート （26年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 男性不妊治療・不育症治療支援事業男性不妊治療・不育症治療支援事業男性不妊治療・不育症治療支援事業男性不妊治療・不育症治療支援事業
担

当

課

部局 健康福祉部

３　子育て支援体制の充実 実施期間 Ｈ２６ ～

100組 ー ー

ーー 100組 ー

妊娠を望み、男性不妊又は不育症による治療を受けている方に対し、その治療費の一部を助成する（目標助成人数：男性不妊100人、

不育症100人）。

Ｈ26
H27

目標

H25末

（実績）
目標 成果 達成状況

100組

100組

合計 10,000 0


